
議案第８ １号

ひた ちな か市 手数 料条 例の 一部 を改 ‾ｉＥす る条 例制 定に ついて

ひた ちな か市手数料条例の 一部 を改 ‾をする 条例 を別 紙の とお り制 定す る。

令和 ４年　 ９大ｊ　 １日　 提出

令和　 年　　 ｙｘ　　 日　 議決

ひた ちな か市 長　 大　谷 明



ひた ちな か市 条例 第　　号

ひた ちな か市手数料条 例の 一部 を改 ｍす る条例

ひた ちな か市 手数 料条 例（ キ成 １２ 年条 例第 ６そ ）の 一部 を次 のよ うに 改ｉＥす

る。

ＳＩ」表 第１ の１ の部 （１ ）の 款中 「の 交付 」の 次に 「（ 回法 第３ ８２ 条の ４に 規定

する 肖該 簑隰書に 住所 に代 わる 事項 の髱載を した もの の交 付を 含む 。） 」を 加え，

回部 （２ ）の 款中 「固 定資 産課 税台 帳」 の次 に「 （回 条第 １項 ただ し書 の規 定によ

る措 置を 講じ たも のを 含む 。） 」を ，「 笥覧 」の 次に 「（ Ｒ缶第３ ８２ 条の ４に規

定す る固 定資 産氛税台 帳に 住所 に代 わる 事項 のｋ載を した もの の閲 覧を 含む 。）」

を加 え， 回部 （３ ）の 款中 「証 回書 」の 次に 「（ 回条 ただ し書 の規 定に よる 措置を

講じ たも のを 含む 。） 」を ，「 な付 」の 次に 「（ 回法 第３ ８２ 条の ４に 規定 する售

該証 県書 に住 所に 代わ る事 項の ｋ載 をし たも のの タイ才を 含む 。） 」を 加え ，回 表６

の部 （２ ）の 款中 「， 回項 第７ 号イ ，第 ６８ 条の ６９ 第３ 項第 ５号 イ又 は回 項第７

倚イ 」を 「又 は回 項第 ７や イ」 に改 め， 回部 （３ ）の 款中 「， 回項 第７ 倚口 ，第６

８条 の６ ９第 ３項第６ 号又 は回項第 ７号 口」 を「又は回項第７ 号口 」に改め る。

ＳＩ」表 第２ 第５ ０項 中「 第８ ５条 第５ 項」 を「 第８ ５条 第６ 項」 に改 め， 回表 第５

１Ｊミ默 中「 第８ ５条 第６ 」ミ耿」 を「 第８ ５条 第７ 癢」 に改 め， 回表 第６ ４項 中「 第８７

条の ３第 ５項」を 「第 ８７ 条の ３第 ６項 」に 改め ，回 表第 ６５ 項中 ［第 ８７ 条の３

第６ 項］ を「 第８ ７条 の３ 第７ 項」 に改 め， 回表 第７ ６項 中「 第５ 項」 を「 第７

項」 に改 め， リぶ づく 長期 優良 住宅 ４築 等計 画」 の次 に「 又は 長期 優良 江宅維持ほ

兔計 画」 を加 え， 「長 期優 良住 宅せ 築等 計画認定 申請 手数 料」 を「 長期 優良住宅せ

築等計画等嘉定申 請手数料」に ，「 又は 改築 しよ う」 を「 若し くは 改築 し， 又は長

期優 良江 宅と して 維持保兔を行 おう 」に 改め ，回 表第 ７７ 項中 「長 期優 良住 宅建築

等計 画」 の次 に「 又は 長期 優良 住宅 維持保兔計画 」を 加え ，「 長期 優良 江鳬建築等

計回 変ぞ 認定 申請 手数 料」 を「 長期 優良 住宅 嵬築 等計 画等 変ぞ 認定 申請 手数 料」に

改め る。

付　則

この 条例 は， 公布 の日 から 施行する 。た だし ，次 の各 号に 掲げ る規 定は ，燕該各

号に 定め る日 から 施行する。

２



１

２

ＳＩ」表 第２ 第７ ６Ｊミａ 八び第７ ７項の改‾を規ぶ　 令１０４ 年１ ０Ｊ］１日

ＳＩ」表 第１ の１ の部 （１ ）の 款の 改‾ＷＬ規定，回 部（ ２） の款 の改 ｊＥ 規定

（「 固定 資産 課税 台帳 」の 次に 「（ 同条 第１ 項た だし 書の 規定 によ る措

置を講じ たも のを 含む。） 」を加え る部分を 除く 。） 八び回部 （３ ）の

款の 改‾ｉＥ 規定 （「 証獸 書」 の次 に［ （回 条た だし 書の 規定 によ る措 置を

ほじ たも のを 含む 。） 」を 加え る部 分を 除く 。）　 令加 ６年 ４Ｊ１１日

－３－
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参考資料

ひたちなか淑手数料条例新１日 対照表 Ｎ０ ．１

旧 新 備考

別表第１ （第 ２条関係） ＭＩ」表第１ （第 ２条 回係）

区

分

手数料を徴収する 事務 手数料の名称 手数料の額 区

分

手数料を徴鼈する 事務 手数料の名称 手数料の額

１

税
務

（１ ）　 地方税法 （Ｗ私２ ５年法律第２ ２６

そ） 第２ ０条 の１ ０に規定する 市税の納

付又 は納入すべき 額そ の他市税に関する

事癢のう ちｔ方税 法施行令 （昭 和２ ５年

政令 第２ ４５ そ） で定 める もの につ いて

の簒Ｅ回書の 交イ才

納税証回 書交付手数

料

略 １

税
務

（１ ）　 鳬方税法 （［Ｊｇ和２ ５年ま律第２ ２６

倚） 第２ ０条 の１ ０に 規定する 市税 のＭ

ィ才又は納入すべき額その他市税に関する

事項のう ちｔ方税法施行令 （９和２ ５年

政令 第２ ４５ そ） で定 める もの につ いて

のだ回書 の交 ィ才 （回 法第 ３８ ２条 の４に

規定する 售該証隰書に住所に代わる事項

の２載を した ものの交ィ才 を含むｏ）

加悦証回 書夕 付手数

料

略

その他の証９書交付

手数料

略 その他の 証回 書交 イ才

手数料

略

（２ ）　 地力税法 第３ ８２ 条の ２に 規定する固

さ資 ｔ鶚、税 台帳 のう ち固 定資 産と して政

令で 定め るも のに 関す る事癢が Ｅ載 され

てい る部分又はその手 しの戛覧

固定資産簇税台帳閲

ｔ手騅熊

略 （２ ）　 地力税缶第３ ８２ 条の ２に規定する固

定資産戮税台帳（回条第１ 項ただし書の

規定によ る措・を售じたも のを含む。）

のう ち固定資まと して政令で定める もの

に関する事項がＥ載されている部分又は

その ぢし の回 覧（ 回ま 第３ ８２ 条の ４に

規定する固定資復票税台帳に住所に代わ

る事項のｋ載 をしたも のの回覧 を含
－

む。）

固定資音素税 七帳回

覧手荀、料

略

（３ ）　 ｔ方税法 第３ ８２ 条の ３に 規定する固

定資 産と して 政令 で定 める もの に関 して

固定資産氛税台帳 にＥ載さ れて いる 事項

のう ち政令で 定め るも のに つい ての Ｕ県

書の 交イ才

固定梟ｔ贏税台帳蜑

明書交付手数料

略 （３ ）　 ｔ万祝ま第３ ８２ 条の ３に規定する固

定資ｔと して政令で定める ものに関 して

固定資産氛税台帳にＥ載さ れて いる事雉

のう ち政令で定め るも のについての証明

書（ 回条ただ し書の規定に よる 楷・ を講
－

じたものを含む。 ）の交付 （回法第 ３８
－－

２条の４ に規定する售該証回書に住所に

代わ る事癢の Ｅ載 をし たも のの タイ才を含

固定資ｔ葆税 台帳証

９書交付手数料

略

む。）

（４ ）～ （１ ０）略 略 略 ，（ ４） ～（ １０ ）略 略 略

略 略 略 略 略 略 略 略
６

租
税
特
別
措
置

（１ ）　略 略 略 ６

租
税
特
別

措
置

（１ ）　略 略 略

（２ ）　 祖税特ｉｊ措置伍 （９加３ ２年法律第２

６そ）第 ２８ 条の ４第 ３４第５ そィ ，回

叛第 ７そ ィ， 第３ １条 の２ 第２ 琢、第１４

そハ，第 ６２ 条の ３第 ４項第１ ４そハ，

第６ ３条 第３ 項第 ５そ ィ， 鶚琢、第 ７・
－

ィ， 第６ ８条の６ ９第 ３Ｊミａ第５ そィ 又は

優良 生地 造成認定申

請手数料

略 （２ ）　 祖税特ｓ・ｊ楷Ｗ缶（Ｆ沼手口 ３２ 年ま律第２

６そ）第 ２　８気の４ 第３ 癢第 ５そイ，回

項第 ７そイ， 第３ １条の２ 第２ 項第 １４

そハ，第 ６２ 条の ３第 ４項第１ ４号ハ，

第６ ３条第３ 乕、第５ 号イ χ挂鶚項第７号
イに規定する宅ｔの造成が優良な宅ｔの

優良 宅丿七ま成Ｓ 定申

請手数料

略
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Ｎ０ ．２

１日　　　　　　　　　　　゛ 新 備考

回ＪＪＩ 第７ そィ に規 定す るを ｔの 造成 が優

縦な宅地の供給に 寄与する もの であ るこ

とについてのＳｔの申請に対する審ま

供給に寄与す るも ので ある こと について

のＷ箟の 申請 に対する 審ま

（３ ）　 祖税特ＭＩ」措置ま第 ２８ 条の ４第 ３ＪＥＲ第

６号 ，回 ＪＥａ第 ７号 口， 第３ １条 の２ 第２

癢第 １５ 号ニ ，第 ６２ 条の ３第 ４４ 第１

５そニ， 第６ ３条第３ 癢第 ６そに回４第
７号 口， 第６ ８条 の６ ９第 ３４第６ 号又

は回Ｊミａ第 ７号口に規定する住もの新築が

優良 な住もの供給 に寄与す るも ので ある

こと についての認定の 申請に対する 審ｔ

優良 住ｔ 新築Ｓ定串

請手数料

略 （３ ）　 祖税特ｉｊ措置伍第２ ８条 の４ 第３ ４第

６そ，回項第 ７万 口， 第３ １条 の２ 第２

琢、第１ ５号 ニ， 第６ ２条 の３ 第４ ４第１

５そニ， 第６ ３条第３ ４第 ６そ又は 回Ｊミ回
－

第７ 号口 に規定する住宅の新築が優氈な

住宅の供給に 寄与する ものであ るこ とに

ついてのだ定の申請に対する審査

優良 住ｔ新築Ｓｔ申

請手数料

略

略 略 略 略 略 略 略 な　　　＼



ａ

Ｎ０ ．３

旧 新 備考

Ｓ・」表第２ （第 ２条 関係） ＳＩ」表第２ （第 ２条関係）

手数料を徴１１又する事務 手数料の佑栴 手数料の額 手数料を徴鼈する事務 手数料の佑称 手数料の額

１～ ４９　略 略 略 １～ ４９　略 略 略

５０　 ４築 基準 缶第 ８５

条第 ５項の規定にぶづ

く仮Ｗ齟築物の嵬築の

だｊＴの申請に対する審

査

仮設 建築 物の

嵬築たｉＴ申請

手数料

略 ５０　 建築基準伍第 ８５

条第 ６項 の規 定に 基づ

く仮設建築物 の建築の

ＦｉＴの 申請 に対する審

査

仮鼈建築 物の

せ築 許可 申請

手数料

略

５１　 嵬築ぷ準伍第 ８５

条第 ６搾 の規 定に ぷづ

く１ 年を超える仮設建

築物の４築の許虱の申

諸に 対す る審ｔ

１年 を超 える

仮設 建築 物の

建築 戮‾ｊＴ 申請

手数料

略 ５１　 建築基準法第 ８５

兎唇工堕の藐定にまづ
く１ 年を超え る仮鼈建

築物のほ築のだ・丁の申

禁に対する審ま

１年 を超 える

仮鼈４築物の

せ築 麝鳫申請

手数料

略

５２ ～６ ３　略 略 略 ５２ ～６ ３　略 略 略

６４　 建築ｔ準缶第 ８７

条の ３第 ５項の規定に

基づ く４築物 の興行場

等へ の作｜途 変ぞ に係る

許ｊｆの申請に対する審

査

建築物の興行

場等 への Ｒｊ途

変ぞ に係 る許

凧申請手数料

略 ６４　 建築ま準伍第 ８７

条の ３第 ６項 の規 定に

基づ く建築物の興行場

等へ のＪ干丿 途変更に係る

麝鳫の申 請に 対す る審

査

建築 物の 興行

場等 への ｍ途

変ぞ にイ京る許

ｉｉ］‘ 申請手数料

略

６５　 建築基準法第 ８７

条の ３第 ６項 の規 定に

基づ く１ 年を超え る建

築物 の特 Ｍｑ 興行場等へ

のＨｊ途変更 に係 る許凧

の申 請に 対す る審ま

１年 を超 える

建築 物の 特ＭＩ」

興行 場等 への

ｍ途変更 に係

る許 ‾ｉＴ申 請手

数料

略 ６５　 建築基準法第 ８７

条の ３第 ７ェａの規定に

基づ く１ 年を超え る建

築物の特別戰行場等へ

のＪ１‾へ途変更に係る許－ｉＴ

の申 請に対する審を

１年 を超 える

建築 物の 特別

興行場等への

只１ 途変 更に係

る許 ｉｊＴ申 請手

数料

略

ｆ

６６ ～７ ５　略 略 略 ６６ ～７ ５　略 略 略

７６　 長期優良性宅 の普

八の促進に関する伍律

（平成２ ０年缶律第８

７そ）第 ５条 第１ 項か

ら第 ５項 まで の規 定に

基づ く長期優 良住宅建

築等計画 の認 定の 申請

に対する 審ま

長期 優良 性宅 （１ ）　 長期優良住宅の普八の促進に関する

缶律第６ 条第 ２項の規定にぶづき售該

長期優良住宅せ築等計画が４築基準法

第６ 条第 １瘴に規定する嵬築基準関係

規定に適台するかの審査（な下 「穐築

あ準 関Ｗ規定適台審ま」と いう 。）を

受け るよ う申 し出 ない 場合 にあ って

は， 次のア又はイ に掲げる ［Ｚ二分 に応

じ， 苞該ア又はイ に定める額

ア　略

イ　 省令第１ を各癢のｍ土交丿大臣

がｔめる 措置 に｛示る 鬯．宅を 増築

７６　 長期優良住もの普

Ｒの イ｜進に 関す る法律

（平成２ ０年法律第８

７号）第 ５条 第１ 犧か

ら第 ７項 まで の規定に

・づ く長期優 良住宅４

築等計画又は長期優良

住宅維持保全計画の瓷

ｔの 申請 に対する 審を

長期 優良 住ｔ （１ ）　 長期優良住宅 の普八の促ま に関 する

伍律第６ 条第 ２４の規定にぶづき肖該

長期優良性をせ築等計画が建築Ｓ準缶

第６ 条第 １癢に規定する建築ＪＩ準関係

規定 に適合す るか の審を（な下 「建築

ぷ準 関係規定適合審査 」と いう 。）を

受け るよ う申 し出 ない場合 にあ って

は， 次の ア又 はイ に掲 げる 区分 に応

じ， 售該ア又はイ に定める額

ア　略

イ　 省令第１ 条各癢の国土夕ｌ！大臣

が定 める 措置 に係 る住 をを 増築

建築 等計 画認 穐築 等計 画等

定申 請手数料 懾定 申請 手数

粧
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Ｎ０ ．４

旧 新 備考

し， 又は改築 しよ うと する場合の

基準 を適 ｍす る住 をで ある とき

（ア）又は（ィ） に規定する額

（ア ）・ （ィ ）　９

（２ ）　 住も の品 質確ほの促進等に 関す る缶

律（平成 １１ 年法律第 ８１ 号） 第６条

の２ 第３ 項又は第 ４４の規定に よりそ

の住 宅の構造八び鼈備 が長期使ｍ構造

等である 卮が２載 された確お書若しく

は住ｔ性能評価書又は これ らの ぶしの

提■がある場合であっ て， 建築基準関

イ鼻規定適合審まを受ける よう 申しｍな

いと きにあっ ては，次のア又はィに掲

げる 区分に応 じ， 肖該ア又はィ に定め

る額

ア　略

ィ　 省令第１ 条各項のｍ土なフ逾大ほ

が定める措置に係 る住ｔを増築

し， 又は改築 しよ うと する 場合の

基準を適ｍす る住宅である とき

（ア）又は（ィ） に規定する額

（ア ）・ （ィ ）　略

（３ ）　ｔ

し， おし くは改築 し， 又はを期優

良住宅と して維持保全を行おうと

する場合の基準を適万１する住宅で

ある とき　 （ア ）又 は（ イ） に規

定する額

（ア ）・ （イ ）　略

（２ ）　 住宅 の品 質確縦の促ま等に 関す る缶

律（平成 １１ 年法律第 ８１ そ） 第６条

の２ 第３ 項又は第 ４４の規定に よりそ

の住宅の構造及び設備 が長期使 ＭＩ 構造

等である 回がＥ載 された確認書おしく

は住七生能評価書又は これらのぢしの

提とｔｊ かお る場合であっ て， ほ築基準関

Ｗ規定適合審まを受け るよ う申 しｍな

いと きに あっ ては，次のア又はイに掲

げる 区分に応 じ， 燮、該ア 又はイに定め

る額

ア　略

イ　 省令第１ 条与項の ｍ土な宍ゑ大臣

が定 める 措置 に係 る住ｔを増築

し， 若し くは改築 し， 又は長期優
良住宅と して維持保兔を行おうと

する 場合の基準を適用 する 住宅で

ある とき　 （ア）又は（イ） に規

定する額

（ア）・ （イ ）　略

にい　　Ｍ

７７　 長期優良性七 の普

及の促進 に関 する 法律

第８ 条第 １項の規定に

基づ く長期優 良住 宅建

築等計画 の変 だの 認定

の申 請に対す る審を

長期 優良 住宅 略 ７７　 長期優良住宅の普

Ｒのそ進 に関 する 法律

第８ 条第 １項の規定に

基づ くＪを期優良住宅建

築噂計画 叉は 長期 優良

を宅維持は全計画の変

長期 優良 住宅 略

建築 等敖画変 建築 等計 画等

ｉＳ 定申 請手 変更 認定 申請

匹 手数料

ぞの認定 の申 請に 対す

る審ｔ

７８ ～８ ７　略 略 略 ７８ ～８ ７　略 略 略

備考　９ 備考　察


